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 第 28 回全日本シングルス選手権大会要項の変更について 

 

平素よりソフトテニスの普及振興にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、3 日ソ連発第 145 号にてお知らせをしました第 28 回全日本シングルス選手権大会

要項の 8.参加資格の(2)ですが、下記のように変更いたします。 

 

記 

 

変更前 

 

2019 年度の下記大会実績（①～㉒、但し 2020 年度、2021 年度に入り大会を実施した場

合はその直近の結果を優先する）を有し、技術等級制度 2 級以上の資格を所持している選

手。但し、外国選手は除く。 

 

変更後 

 

2019 年度の下記大会実績（①～㉒、但し 2020 年度に大会を実施した場合はその結果を

優先する）を有し、技術等級制度 2 級以上の資格を所持している選手。但し、外国選手は除

く。 

 

以上 


